


令和５年７月１日時点で３か月以上の継続雇用にある技術者を記入。
［雇用状況の確認資料］
ア　社会保険の適用を受ける事業所の場合（法人又は従業員が５名以上の個人事業所）
　○健康保険被保険者証の写しを「技術職員数欄の健康保険被保険者証（写）等の提出用紙」（様式４）に従って添付
　　なお、技術職員が後期高齢者医療制度の被保険者の場合、源泉徴収票の写しを添付
イ　従業員が５名未満の個人事業所の場合
　○源泉徴収票の写しを添付
［有資格区分コードの確認資料］
　○記入した資格に対応した資格証等の写しを「技術職員数欄の資格証等（写）の提出用紙」（様式５）に従って添付



令和５年７月１日時点で３か月以上の継続雇用にある。
→資格取得年月日が「令和５年４月１日」以前となっていること











［リース契約の場合］
○リース期間を括弧内に記載（上段は記載不要）
　リース契約として認められるものは、令和５年７月３１日時点で
長期リース契約を締結し、令和６年４月以降の村建設工事入札参加
資格有効期間中（２年間（予定））は契約が有効であるもの
（なお、リース契約にリース期間の自動延長文言がある場合は除く。）







令和元年４月１日から令和５年３月３１日までに、
学校教育法に規定する学校若しくは専修学校又は職業
訓練開発施設（ただし、短期のものを除く。）を卒業
した者を採用し、令和５年６月１日時点で常用雇用労
働者として雇用している新規学卒者数を記入する。

［一般事業主行動計画の策定・届出の確認資料］
○令和５年７月３１日時点で計画期間中にある一般事業主
行動計画策定・変更届の写しを添付する（労働局の受付印
のあるものに限る。）
















